
 
 

紀州材攻めの販路開拓支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 知事は、都市部など県外における紀州材の販路開拓を行い林業・木材産業の活性化を図

るため、本要綱に掲げる要件を満たした木造住宅の新築及び増改築に要する紀州材の使用経

費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和歌山県補

助金等交付規則（昭和 62 年和歌山県規則第 28 号。以下「規則」という。）の規定によるほ

か、この要綱に定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２ この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）紀州材 和歌山県内の森林で生産され、和歌山県内で製材加工された木材及び木材加

工品であって、紀州材認証システム実施要綱（平成 22 年４月１日制定）第２条第６項

に規定する紀州材証明書による証明を受けたものをいう。 

（２）木造住宅 建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第５号に規定する主要構造

部が木造であり、かつ主要構造部に紀州材が用いられた専ら居住の用に供する施設（そ

の種類（専用住宅、店舗その他の併用住宅等）、建て方（一戸建て、長屋建て、共同住

宅等）のいかんを問わない。）をいう。 

（３）既存住宅 建築済みの住宅でまだ人の居住の用に供したことのないもの以外の木造住

宅をいう。 

（４）新築 建築物のない土地に、新たに建築物を建築することをいう。 

（５）増改築 既存住宅の建て増し、又は建築物のある土地への新たな建築、若しくは建築

物を前途と同様の用途、構造及び規模等に建て替えることをいう。 

（６）建築事業者 建築基準法、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）、建築士法（昭和 25

年法律第 202 号）及びその他の法令に基づき営業する工務店等をいう。 

 

 （補助対象者、補助事業及び補助対象期間等） 

第３ この補助金の交付の対象者（以下「補助対象者」という。）、補助金の交付の対象となる

事業（以下「補助事業」という。）及び補助金の上限額は、次のとおりとする。 

区分 対象の要件 

Ⅰ補助対象者 次の（１）から（３）のいずれも満たす者であること。  

（１）わかやま紀州材利用推進店登録制度実施要領（令和３年４月１日

制定）により登録を受けた建築事業者であること。 

（２）次に掲げる全ての要件を満たした本要綱第４に定める紀州材利用

計画（別記第２号様式。以下「利用計画」という。）について、知事

の承認を受けたものであること。 

ア 計画期間は、５年間であること。 

イ 利用計画に示す「２．紀州材の利用計画（５年間分の計画）」の平

均木材使用材積（内）紀州材（㎥）の平均値が、１棟あたり５立方メ

ートル以上であること。 

ウ 利用計画に示す「２．紀州材の利用計画（５年間分の計画）」の木

材使用材積（内）紀州材（㎥）の平均値が、利用計画に示す「１．紀



 
 

州材の利用実績（直近３年間分の実績）」の木材使用材積（内）紀州

材（㎥）の平均値と比べて、25 立方メートル以上増加させるもので

あること。 

（３）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

ア 和歌山県暴力団排除条例（平成 23 年和歌山県条例第 23 号）第２

条第３号の暴力団員等又は同条第１号の暴力団若しくは同条第２号

の暴力団員と密接な関係を有する者 

イ 建築業に関して必要な許認可等を取得していない者 

ウ 政党その他の政治団体 

エ 宗教上の組織又は団体 

オ 上記に掲げる者のほか、補助金の趣旨・目的に照らして適当でな

いと知事が判断する者 

Ⅱ補助事業 次に掲げる全ての要件を満たすものであること。 

（１）専ら居住の用に供することを目的として、補助対象者により和歌山

県外に新築又は増改築された木造住宅であること。 

（２）本要綱第５に定める事業計画書（別記第４号様式）及び本要綱第７

に定める事業実績報告書（別記第８号様式）に示す木材使用材積（内）

紀州材使用量（㎥）新規の値（以下、「新規分」という。）が、１棟

あたり５立方メートル以上であること。 

（３）新規分の合計値が、利用計画に示す「１．紀州材の利用実績（直

近３年間分の実績）」の木材使用材積（内）紀州材（㎥）の平均値

と比べて、25 立方メートル以上増加させるものであること。 

（４）自社ホームページ等で紀州材のＰＲを計画承認後、速やかに行う

こと。 

（５）木造住宅の内覧会を１回以上開催すること。 

（６）建築現場には、紀州材の文字（別に定めるデザイン等）を記載し

た懸垂幕等を設置すること。 

（７）事業実施年度の３月 10 日（その日が和歌山県の休日を定める条

例（平成元年和歌山県条例第 39 号）第１条第１項に規定する県の

休日（以下「休日」という。）である場合は、その前日）まで上記

要件の内容が完了するものであること。 

（８）木造住宅が、建築基準法、建築基準法施行令（昭和 25 年政令第

338 号）等の建築関係法令に抵触しないものであること。 

Ⅲ補助金 （１）補助金の交付を受けようとする年度あたりの１建築事業者の上限

額は 100 万円とする。 

（２）木造住宅１棟ごとの上限額は、新規分の使用材積に応じ、次のとお

りとする。 

新規分の材積 

（１棟あたり） 

補助金 

（１棟あたり） 

５立方メートル以上 10 立方メートル未満 ６０，０００円 

10 立方メートル以上 15 立方メートル未満 １３０，０００円 

15 立方メートル以上 ２００，０００円 
 



 
 

 （利用計画書の認定） 

第４ 補助対象者は、あらかじめ利用計画に関する次の書類を知事に提出し、その承認を受け

なければならない。 

提出書類 様式 

１ 「紀州材利用計画」承認申請書 別記第１号様式 

２ 紀州材利用計画書 別記第２号様式 

３ わかやま紀州材利用推進店登録証の写し  

 

（補助金の申込み） 

第５ 補助対象者は、第４に掲げる承認を受けたのち、この補助金の交付を申請する前に、

次の書類を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

提出書類 様式 

１ 申込書 別記第３号様式 

２ 計画書 別記第４号様式 

３ 誓約書 別記第５号様式 

４ 役員名簿 別記第６号様式 

５ 「紀州材利用計画」承認書の写し  

６ 建築基準法第６条第１項の規定による建築の確認が必要なも

のにあっては、同法第６条第１項の申請書（第１面から第５面

まで）又は建築確認済証の写し（ただし建築主名は黒塗りする

こと）。 

６．７．８はいず

れかを提出 

７ 建築基準法第 15 条第 1 項の規定による届出が必要なものにあ

っては、同法第 15 条第１項の規定による届出に係る建築工事

届（第１面から第４面まで）の行政機関の受理印があるものの

写し（ただし建築主名は黒塗りすること）。ただし、行政機関の

受理印がない建築工事届にあっては、建築工事届が当該行政機

関に受理されたことを証明する書類を添付すること（ただし建

築主名は黒塗りすること）。 

８ 契約書の写し（ただし建築主名は黒塗りすること） 

９ 設計図（付近見取図、配置図及び各階平面図）の写し  

２ 補助金の申込みの受付は、先着順とする。ただし、形式上の要件（記載事項に不備がな

く、かつ、必要書類が添付されていること。）に適合しないと認められる申込書は受け付

けないものとする。 

３ 申込書提出後の補助金の増額は、認めないものとする。 

４ 補助金の交付を受けようとする年度あたりの補助金の申込は、１回限りとする。 

５ 紀州材利用計画期間内の補助金の申込は、３回を上限とする。ただし、紀州材利用計画

期間内であっても、毎年必ず予算措置されるとは限らないことに留意すること。 

 

 （事業の中止又は廃止） 

第６ 補助対象者は、補助事業を中止、又は廃止しようとするときは、中止（廃止）承認申請

書（別記第７号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（交付申請） 

第７ 規則第４条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりと

する。 



 
 

 

提出書類 様式 

１ 実績報告書 別記第８号様式 

２ 紀州材認証システム実施要綱に基づく紀州材証明書の写し  

３ 紀州材納品書の写し 

４ 設計図（配置図及び各階平面図）の写し 

５ 建築現場の写真（①施工前、②施工中（棟上げ時は必須）、③補

助対象完成後、④懸垂幕等施工状況） 

６ ホームページ等での紀州材のＰＲ実績（ＰＲ実績がわかるホーム

ページの印刷物等） 

７ 内覧会の開催実績（案内チラシ及び実施状況の写真等） 

８ 「申込」承認書の写し 

 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第８ 規則第 14 条に規定する補助金等の額の確定は、規則第５条に規定する補助金等の交付

の決定と同時に行うものとする。 

２ 前項の補助金等の交付の決定及び額の確定は、紀州材攻めの販路開拓支援事業補助金の

交付決定及び額の確定通知書（別記第９号様式）により補助対象者に通知するものとする。 

 

（現地調査等） 

第９  知事は、前条にあたり現地調査を実施することができる。この場合、補助対象者は当該

調査に協力しなければならない。 

 

（利用計画の実施状況報告） 

第 10 補助対象者は、利用計画にある各年度の実施状況について、次の書類より毎年３月末

（その日が和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山県条例第 39 号）第１条第１項に

規定する県の休日（以下「休日」という。）である場合は、その前日）までに、知事に提出

しなければならない。 

提出書類 様式 

１ 利用計画実施状況報告書 別記第 10 号様式 

２ 利用計画年度別報告書 別記第 11 号様式 

 

 （交付の条件） 

第 11 規則第６条の規定により補助金の交付に際し付する条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業の執行にあたっては、規則及びこの要綱の定めるところに従うこと。 

（２）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿

及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならないこと。 

（３）知事は、紀州材の利用を幅広く周知することを目的として、必要に応じ、補助対象者が

実施した補助事業の内容に係る情報について提供を求めるとともに、その一部又は全部を

公表する場合があること。 

 

 （その他） 

第 12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 



 
 

 

   附則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

   附則 

 この要綱は、令和６年３月 29 日から施行し、令和６年度の補助金から適用する。 

 

 



別記第１号様式(第４関係) 

 

     年  月  日   

 

 

和歌山県知事 様 

 

 

住所 

                氏名（法人等にあっては名称及び代表者氏名） 

 

 

 

紀州材攻めの販路開拓支援事業「紀州材利用計画」承認申請書 

 

     年度から紀州材攻めの販路開拓支援事業を実施したいので、紀州材攻めの販路開拓

支援事業補助金交付要綱第４の規定により、関係書類を添えて提出します。 

 

 

 

記 

 

（関係書類） 

１． 紀州材利用計画書 

２． わかやま紀州材利用推進店登録証の写し 

 



別記第２号様式(第４関係) 

 

紀州材利用計画書 

１． 紀州材の利用実績（直近３年間分の実績） 

※年度とは、４月から３月までの期間 

 ※(内)紀州材欄には、紀州材を使用した棟数及び使用材積を記載   

※平均木材使用材積（㎥）欄には、１棟あたりの木材使用材積を記載 

 

２．紀州材の利用計画（５年間分の計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績  年度  年度  年度 計 平均 

建築棟数（棟）      

 
(内)紀州材(棟)      

木材使用材積（㎥）      

 
(内)紀州材(㎥)      

平均木材使用材積（㎥）      

 (内)紀州材(㎥)      

計画  年度  年度  年度  年度  年度 計 

建築棟数（棟）       

 (内)紀州材(棟)       

木材使用材積（㎥）       

 (内)紀州材(㎥)       

平均木材使用材積（㎥）       

 (内)紀州材(㎥)       

計画 平均 

建築棟数（棟）  

 (内)紀州材(棟)  

木材使用材積（㎥）  

 (内)紀州材(㎥)  

平均木材使用材積（㎥）  

 (内)紀州材(㎥)  



別記第３号様式（第５関係） 

 

紀州材攻めの販路開拓支援事業申込書 

 

 

                          年  月  日   

 

和歌山県知事 様 

 

住所 

氏名（法人等にあっては名称及び代表者氏名） 

 

 

 令和 年度紀州材攻めの販路開拓支援事業を実施したいので、紀州材攻めの販路開拓支援事業補

助金交付要綱第５の規定により、関係書類を添えて提出します。 

 なお、紀州材攻めの販路開拓支援事業補助金交付要綱の内容を了解の上であることを申し添えます。 

 

（関係書類） 

  １．計画書 

  ２．誓約書 

  ３．役員名簿 

  ４．「紀州材利用計画」承認書の写し 

５．建築確認申請書等（控え）の写し又は建築確認済証の写し 

６．建築工事届の写し 

７．契約書の写し 

８．設計図（付近見取図、配置図及び各階平面図）の写し 

 

  ※ ５、６、７については該当するいずれかの書類を提出すること。 

また、建築主名は黒塗りし、読み取れないものとすること。 

 

 

 



別記第４号様式（第５関係） 

 

    年度紀州材攻めの販路開拓支援事業計画書 
 

１．建築計画の概要    

番 

号 

工 

種 

建築場所 着工 

(年月) 

木材使用材積 内覧会 

 

(有・無) 

懸垂 

幕等 

(有・無) 

補助 

金額  (内)紀州材使用量 

既存 新規 

１    ㎥ ㎥ ㎥   円 

２    ㎥ ㎥ ㎥   円 

３    ㎥ ㎥ ㎥   円 

４    ㎥ 

 

  ㎥ 

 

  ㎥   円 

５    ㎥ ㎥ ㎥   円 

６    ㎥ ㎥ ㎥   円 

７    ㎥ ㎥ ㎥   円 

８    ㎥ ㎥ ㎥   円 

９    ㎥ ㎥ ㎥   円 

合計 ㎥ ㎥ ㎥   円 
※着工する順に従って記載すること。 
※工種欄は、新築、増改築のいずれかを記載すること。 
※木材使用材積及び紀州材使用量は、いずれも整数で記載し、少数点以下は切り捨てとすること。 
※紀州材使用量の既存欄の合計は、別記第２号様式（紀州材利用計画書）に示す紀州材の利用実績（直近 
 ３年間分の実績）のうち、木材使用材積（内）紀州材（㎥）の平均値以上であること。 
※内覧会及び懸垂幕等の合計欄には実施の有無を記載すること。 
※補助金額欄は、要綱第３のⅡ及びⅢにより算出し記載すること。 
※記載行が不足する場合は、行を追加し記載すること。 
 
 
２．紀州材のＰＲ計画 

開始時期（年月） 実施内容 

  
※実施内容欄には、自社ホームページでのＰＲなど、具体的なＰＲ方法を記載すること。 
 
 
３．補助金申込額 

補助金申込額(円) 

 
※「１．建築計画の概要」に示す補助金額の合計を記載すること。ただし、上限額は１００万円とする。 
※申込書提出後の補助金の増額は、認めないものとする。 
※１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てること。 



別記第５号様式（第５関係） 

 

誓   約   書 

 

 私は、下記の事項について誓約します。 

（該当する部分に してください。全ての項目に がある方のみが申請可能です。） 

           

記 

 

 ☐ 申請者は、和歌山県外に本社を有する建築事業者です。 

 

 ☐ 申請者は、和歌山県暴力団排除条例（平成 23 年和歌山県条例第 23 号）第 2条第 3号の暴

力団員等又は同条第 1 号の暴力団若しくは同条第 2 号の暴力団員と密接な関係を有する者

ではありません。 

 

 ☐ 申請者は、建築基準法、建設業法、建築士法及びその他の法令に基づき営業し、必要な許

認可等を取得しています。 

 

 ☐ 申請者は、政党その他の政治団体ではありません。 

 

 ☐ 申請者は、宗教上の組織又は団体ではありません。 

 

 ☐ 申請者は、木造住宅の建築主に本事業の内容を説明しています。 

  

 ☐ 申請者は、提出書類の記載事項に虚偽があった場合は、補助金を一括返還します。 

 

 

 

 

                                            年  月  日 

 

（申請者の記名） 

 社名・団体名 

 

 代表者（職）氏名                            

 



 

別記第６号様式（第５関係） 

役員名簿 

 

申請者名:                         ※該当する年号を○で囲んでください。 

役職名 
（ふ り が な） 

氏   名 
住   所 生 年 月 日 

   
大・昭・平 

 

年  月  日 

   
大・昭・平 

 

年  月  日 

   
大・昭・平 

 

年  月  日 

   
大・昭・平 

 

年  月  日 

   
大・昭・平 

 

年  月  日 

   
大・昭・平 

 

年  月  日 

   
大・昭・平 

 

年  月  日 

   
大・昭・平 

 

年  月  日 

   
大・昭・平 

 

年  月  日 

   
大・昭・平 

 

年  月  日 

   
大・昭・平 

 

年  月  日 

   
大・昭・平 

 

年  月  日 

 

※ 法人の登記事項証明書に記載されている役員全員（現在就いている方）について記載してください。 

※ 収集した個人情報については、「紀州材攻めの販路開拓支援事業」についてのみ使用し、その他の目的の

ためには使用しません。ただし、知事が必要と認める場合、本役員名簿を和歌山県警察へ提出し、和歌山県

暴力団排除条例（平成 23 年和歌山県条例第 23 号）第２条第３号の暴力団員等又は同条第１号の暴力団若し

くは同条第２号の暴力団員と密接な関係を有する者でないことの確認を行います。 



 

別記第７号様式（第６関係） 

                              

                                                    年  月  日   
 

 

和歌山県知事 様 

 

 

住所         

                     氏名（法人等にあっては名称及び代表者氏名）  

 

 

 

  年度紀州材攻めの販路開拓支援事業中止（廃止）承認申請書 

 

  年  月  日付け  第   号で承認のあった  年度紀州材攻めの販路開拓支

援事業について、下記のとおり中止（廃止）したいので、紀州材攻めの販路開拓支援事業補助金交

付要綱第６の規定により申請します。 
 

 

 

記 

 

１．中止（廃止）の理由 
 

 

 

 

２．中止（廃止）後の措置 

 

 

 



別記第１号様式（和歌山県補助金等交付規則第４条関係） 

 

令和  年度紀州材攻めの販路開拓支援事業補助金交付申請書 

 

 

     令和  年  月  日   

 

 

和歌山県知事 様 

 

申請者住所 

氏名（法人等にあっては名称及び代表者氏名） 

 

 

令和 年度において、紀州材攻めの販路開拓支援事業を実施したいので、補助

金等      円の交付について、和歌山県補助金等交付規則第４条の規定に

より、関係書類を添えて申請します。 

 なお、この申請に当たり同規則第５条の２に規定する補助金等の交付の除外要

件に該当することが判明した場合又は同規則第１０条第２項の規定に違反した場

合には、同規則第１７条に基づき補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消

されても、何ら異議の申立てを行いません。 

 

（補助金の振込先口座） 

※申請者名義の口座とすること。 

  ■銀行名・支店名： 

  ■口座種別   ： 

  ■口座番号   ： 

  ■（フリガナ） ： 

  ■口座名義人  ： 

 ※通帳の写し（上記の内容が全て確認できるページ）を添付すること。 

 

 （関係書類） 

  １．実績報告書（別記第８号様式） 

  ２．紀州材認証システム実施要綱に基づく紀州材証明書の写し 

  ３．紀州材納品書の写し 

  ４．設計図（配置図及び各階平面図）の写し 

  ５．建築現場の写真（①施工前、②施工中（棟上げ時は必須）、③補助対象

完成後、④懸垂幕等施工状況） 

６．ホームページ等での紀州材のＰＲ実績（ＰＲ実績がわかるホームページ

の印刷物等） 

  ７．内覧会の開催実績（案内チラシ及び実施状況の写真等） 

  ８．「申込」承認書の写し 

 ※上記２、３、４、５については、建築現場ごとに整理し提出すること。 

 ※紀州材証明者から建築事業者に達するまでの取引において、複数のものが関

与する場合にあっては、紀州材納品書の写しに加え、その取引ごとに紀州材

の受け渡し履歴が分かる書類の写し（原本と相違ない旨の証明文の記載が必

要（証明の押印省略可））を添付すること。 



別記第８号様式（第７関係） 

 

    年度紀州材攻めの販路開拓支援事業実績報告書 
 

１．建築計画の概要    

番 

号 

工 

種 

建築場所 完成 

(年月) 

木材使用材積 内覧会 

 

(有・無) 

懸垂 

幕等 

(有・無) 

補助 

金額  (内)紀州材使用量 

既存 新規 

１    ㎥ ㎥ ㎥   円 

２    ㎥ ㎥ ㎥   円 

３    ㎥ ㎥ ㎥   円 

４    ㎥ 

 

  ㎥ 

 

  ㎥   円 

５    ㎥ ㎥ ㎥   円 

６    ㎥ ㎥ ㎥   円 

７    ㎥ ㎥ ㎥   円 

８    ㎥ ㎥ ㎥   円 

９    ㎥ ㎥ ㎥   円 

合計 ㎥ ㎥ ㎥   円 
※完成した順に従って記載すること。 
※工種欄は、新築、増改築のいずれかを記載すること。 
※木材使用材積及び紀州材使用量は、いずれも整数で記載し、少数点以下は切り捨てとすること。 
※紀州材使用量の既存欄の合計は、別記第２号様式（紀州材利用計画書）に示す紀州材の利用実績（直近 
 ３年間分の実績）のうち、木材使用材積（内）紀州材（㎥）の平均値以上であること。 
※内覧会及び懸垂幕等の合計欄には実施の有無を記載すること。 
※補助金額欄は、要綱第３のⅡ及びⅢにより算出し記載すること。 
※記載行が不足する場合は、行を追加し記載すること。 
 
 
２．紀州材のＰＲ計画 

開始時期（年月） 実施内容 

  
※実施内容欄には、自社ホームページでのＰＲなど、具体的なＰＲ方法を記載すること。 
 
 
３．補助金交付申請額 

補助金交付申請額(円) 

 
※「１．建築計画の概要」に示す補助金額の合計を記載すること。ただし、上限額は１００万円とする。 
※１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てること。 



別記第９号様式（第８第２項関係） 
 

林第        号   

令和  年  月  日   

 

 

                 様 

 
 

                                 和歌山県知事          印 

 

 

 

令和  年度紀州材攻めの販路開拓支援事業補助金の交付決定及び額の 

確定通知書 
 
 
 

令和  年  月  日付けで提出のあった紀州材攻めの販路開拓支援事業補助

金交付申請について、和歌山県補助金等交付規則（昭和６２年和歌山県規則第２８

号）第５条及び第１４条の規定により、下記のとおり補助金の交付決定及び額の確

定をしましたので通知します。 

 

 

 

記 

 

 １．補助金の交付決定及び額の確定額 

 
 

 

 金                                    円 

 
 
２．補助金の交付条件 
 

（１）補助事業の執行にあたっては、規則及びこの要綱の定めるところに従うこと。 

（２）補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれら

の帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければなら

ないこと。 

（３）知事は、紀州材の利用を幅広く周知することを目的として、必要に応じ、補助対

象者が実施した補助事業の内容に係る情報について提供を求めるとともに、その

一部又は全部を公表する場合があること。 

 



別記第１０号様式(第１０関係) 

 

  年  月  日   

 

 

和歌山県知事 様 

 

 

住所         

                   氏名（法人等にあっては名称及び代表者氏名）  

 

 

 

紀州材攻めの販路開拓支援事業「紀州材利用計画」実施状況報告書 

 

     年度紀州材攻めの販路開拓支援事業紀州材利用計画の実施状況について、紀州材攻

めの販路開拓支援事業補助金交付要綱第１０の規定により、関係書類を添えて提出します。 

 

 

 

記 

 

（関係書類） 

１． 紀州材利用計画年度別報告書 

 

 



別記第１１号様式(第１０関係) 

 

紀州材利用計画年度別報告書 

１．紀州材利用実績（１年目）              

 

 

 

 

 

 

 

２．紀州材利用実績（２年目） 

 

 

 

 

 

 

 

３．紀州材利用実績（３年目） 

 

 

 

 

 

 

 

４．紀州材利用実績（４年目） 

 

 

 

 

 

 

 

５．紀州材利用実績（５年目） 

 

 

 

 

 

 

    年度 計画 実績 

建築棟数（棟）   

 (内)紀州材(棟)   

木材使用材積（㎥）   

 (内)紀州材(㎥)   

平均木材使用材積（㎥）   

 (内)紀州材(㎥)   

    年度 計画 実績 

建築棟数（棟）   

 (内)紀州材(棟)   

木材使用材積（㎥）   

 (内)紀州材(㎥)   

平均木材使用材積（㎥）   

 (内)紀州材(㎥)   

    年度 計画 実績 

建築棟数（棟）   

 (内)紀州材(棟)   

木材使用材積（㎥）   

 (内)紀州材(㎥)   

平均木材使用材積（㎥）   

 (内)紀州材(㎥)   

    年度 計画 実績 

建築棟数（棟）   

 (内)紀州材(棟)   

木材使用材積（㎥）   

 (内)紀州材(㎥)   

平均木材使用材積（㎥）   

 (内)紀州材(㎥)   

    年度 計画 実績 

建築棟数（棟）   

 (内)紀州材(棟)   

木材使用材積（㎥）   

 (内)紀州材(㎥)   

平均木材使用材積（㎥）   

 (内)紀州材(㎥)   



別記第３号様式（和歌山県補助金等交付規則第１６条関係） 

 

 

 

令和  年度紀州材攻めの販路開拓支援事業補助金交付請求書 
 
 
 
 
 
 

金           円他 
 
 

 

令和  年  月  日付け林第   号で額の確定のあった紀州材攻めの販

路開拓支援事業補助金について、和歌山県補助金等交付規則第１６条の規定によ

り上記のとおり請求します。 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

和歌山県知事 様 

 

 

 

               請求者住所 

 

氏名（法人等にあたっては名称及び代表者氏名） 

 


